
資料№１

人 口 割 均 等 割 
(65％) (35％) 
    ①　 ② ①+②=③

(人) (％) (千円) (千円) (千円)

新       潟 810,157 36.42 2,910 220 3,130

長       岡 275,133 12.37 990 220 1,210

上       越 196,987 8.86 710 220 930

三       条 99,192 4.46 360 220 580

柏       崎 86,833 3.90 310 220 530

新  発  田 98,611 4.43 350 220 570

小  千  谷 36,498 1.64 130 220 350

加       茂 27,852 1.25 100 220 320

十  日  町 54,917 2.47 200 220 420

見       附 40,608 1.83 150 220 370

村       上 62,442 2.81 220 220 440

燕 79,784 3.59 290 220 510

糸  魚  川 44,162 1.99 160 220 380

妙　　　高 33,199 1.49 120 220 340

五       泉 51,404 2.31 180 220 400

佐       渡 57,255 2.57 210 220 430

阿  賀  野 43,415 1.95 160 220 380

魚       沼 37,352 1.68 130 220 350

南  魚  沼 58,568 2.63 210 220 430

胎　　　内 30,198 1.36 110 220 330

合       計 2,224,567 100.00 8,000 4,400 12,400

　(注) (1)  令和３年度の基本負担金総額は、12,400千円 とし、このうち、65％を人口割、35％を

　　  　(2)  負担金の計算基準は令和３年４月１日とし、人口は、平成27年10月１日の国勢調査に

令 和 ３ 年 度  新 潟 県 市 長 会 負 担 金（案）

市      名 人　口 人口比率 計

　　　　　　均等割とする。なお、万円未満は四捨五入とする。

令 和 ３ 年 度

備考

　 　      よる人口とする。 　




